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新図書館西敷地利活用事業実施方針（案）［新旧対照表］

旧 新修正等内容・理由

(1)(2)

事業進捗による資料の追
加。

添付資料

添付書類 

 

別添資料

No. 

名 称 

１ 位置図 

２ 西敷地の概要 

３ 西敷地区域図 

４ 周辺道路の通行規制 

５ 地積測量図 

６ 道路境界図 

７ 新図書館等複合施設等建設工事に伴う地質調査成果物 

８ 追手筋遺跡＜新図書館等複合施設建設に伴う発掘調査報告書＞（抜粋） 

９ 鋼矢板存置資料 

10 求める機能のイメージ図 

 

参考資料１：新図書館西敷地利活用事業 基本方針[平成 29年７月版] 

参考資料２：新図書館西敷地利活用事業 基本方針[令和２年３月改定版] 

参考資料３：新図書館西敷地利活用事業 

 サウンディング型市場調査結果の公表について 

参考資料４：新図書館西敷地利活用事業実施方針（案）に係る 

パブリック・コメントの結果 

参考資料５：新図書館西敷地利活用事業実施方針（案）に関する民間事業者との 

       個別対話結果 

別添資料５～９は省略 

添付書類 

 

別添資料

No. 

名 称 

１ 位置図 

２ 西敷地の概要 

３ 西敷地区域図 

４ 周辺道路の通行規制 

５ 地積測量図 

６ 道路境界図 

７ 新図書館等複合施設等建設工事に伴う地質調査成果物 

８ 追手筋遺跡＜新図書館等複合施設建設に伴う発掘調査報告書＞（抜粋） 

９ 鋼矢板存置資料 

10 求める機能のイメージ図 

 

参考資料１：新図書館西敷地利活用事業 基本方針[平成 29年７月版] 

参考資料２：新図書館西敷地利活用事業 基本方針[令和２年３月改定版] 

参考資料３：新図書館西敷地利活用事業 

 サウンディング型市場調査結果の公表について 

上記資料については，資料が膨大となることから配布しておりませんので，

ホームページよりご確認いただくか，閲覧を希望される方は，おそれいりま

すが商工振興課（088-823-9375）までご連絡ください。 

(1)
(2)

【資料９】



旧 新修正等内容・理由

(3)

センダイヤザクラ管理地
（12.5㎡）を除く。

３ページ
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(3)



旧 新修正等内容・理由

(4)

・センダイヤザクラ管理地
（12.5㎡）を図上に明示

・家族機能の整備条件を
追加。

７ページ
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(4)



旧 新修正等内容・理由

(5)

・個別対話において，整
備位置を制限せず自由
度の高い提案を認める意
見を踏まえ，低層階（１・２
階）へ整備することで，子
育て世代を中心とする家
族が訪れやすく，また，
オーテピア多目的広場に
接する位置に整備する広
場機能と連動することに
よる相乗効果を生むとす
ることと同等の効果が期
待できるものであれば，
中・高層階への整備も可
とする。

・整備面積について，個
別対話の意見を参考に下
限面積を250㎡に設定。

９ページ
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(6)

(5)

(6)

事業者を対象とした，サ
ウンディング型市場調査
及び個別対話において，
運営補助の要望はあるが
公益性に関する具体的な
提案なかったため，提案
内容に応じ財政支援を検
討する。



旧 新修正等内容・理由13ページ
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(7)

現状では導入時期は未
定であり，公募開始まで
に具体的な整備条件を提
示できないため削除する。

(7)



旧 新修正等内容・理由14ページ
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(8)

収益施設（任意機能）に
ついては，中・高層階へ
の整備を誘導するもので
はなく，必須機能や期待
機能の配置によって決ま
るものであり削除する。

(8)



旧 新修正等内容・理由17ページ
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(10)

本市の環境負荷軽減の
考え方を踏まえ修正した。

(10)

(9)

(9)

ユニバーサルデザインへ
の配慮については，現状
においても項目出しされ
ており，充分強調されて
いることから修正はしな
い。



旧 新修正等内容・理由18ページ
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(12)

センダイヤザクラ管理地
（12.5㎡）を除く。

(11)

協議を行う関係機関を明
確にするため「（所管警察
署，道路管理者）」の記述
を追加する。

(12)

(11)



旧 新修正等内容・理由20ページ
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(14)

・センダイヤザクラ管理地
（12.5㎡）を除く。
・貸付料基準単価を設定

・公有財産規則に基づく
年額を基本とする記載に
修正

(13)

借地権への担保設定は，
経営悪化により権利が第
三者に渡ることで，市の
意向に沿わない利用が想
定されるため現行案のと
おりとする。

なお，民間施設について
は，事業者の財産である
ため借入金の返済等が
滞った場合には，担保設
定をしていない場合も差
し押さえをされる。担保の
設定はあくまで他の債権
者に優先して回収できる
権利であり，本事業では
融資等を受けやすくする
ことで，多くの応募が見込
め複数の提案から選定で
きるメリットもあることから，
本市が承諾をした場合は
可とする。

(13)

(14)



旧 新修正等内容・理由21ページ
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(16)

プレゼンテーションについ
て，公開で実施されること
を追記。提案概要書の詳
細については，募集要領
に記載

(15)

「事業用地の引渡し等」の
「等」は，管理運営に関す
る協定などを想定したも
のであるが，実施する事
業内容により「等」に含ま
れるものが異なるため，
実施方針では変更しない。

(15)

(16)
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旧 新修正等内容・理由

(17)

これまで実施した，サウン
ディング型市場調査や実
施方針（案）に関する個別
対話での意見を踏まえ，
特定の事業スキームでの
参加者に応募が偏ること
がないよう，一定の条件
を付した上で，応募者の
構成等の内容を変更する。

23･24ページ

(17)
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旧 新修正等内容・理由

(17)

これまで実施した，サウン
ディング型市場調査や実
施方針（案）に関する個別
対話での意見を踏まえ，
特定の事業スキームでの
参加者に応募が偏ること
がないよう，一定の条件
を付した上で，応募者の
構成等の内容を変更する。

23･24ページ

(17)
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旧 新修正等内容・理由25ページ

(17)

これまで実施した，サウン
ディング型市場調査や実
施方針（案）に関する個別
対話での意見を踏まえ，
特定の事業スキームでの
参加者に応募が偏ること
がないよう，一定の条件
を付した上で，応募者の
構成等の内容を変更する。

(17)
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旧 新修正等内容・理由26ページ

(18)

詳細は事業者選定基準
に記載する。

(18)

(19)(19)
「公開での」を追加。

公開プレゼンテーション
の詳細は，有参加資格民
間事業者の決定時に通
知するため，一部を文言
削除。
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旧 新修正等内容・理由28ページ

(20)

・一定額については，本
市で実施した調査費用を
踏まえ設定する。

・費用を負担する必要が
生じた場合に締結をする
協定について，35ページ
に記載しており削除する。

(21)

貸付けに当たっては，貸
付地を使用・収益に適す
る状態に置くべき義務が
あることから，「予見する
ことができなかった」「重
大な」を削除する。

(20)

(21)
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旧 新修正等内容・理由30ページ

(22)

他都市の事例を参考に設
定する。

(22)
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旧 新修正等内容・理由31ページ

(23)
例外を具体的に明記する。

(24)

(23)

(24)

他都市の事例を参考に設
定する。
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旧 新修正等内容・理由32ページ

(25)
・再契約については，50

年以上の貸付けが可能と
なるため削除し，50年未

満の契約期間の延長は，
高知市議会の議決を前
提に可とした。

・詳細は，募集要領と合
わせて公表する事業用定
期借地権設定契約書
（案）に記載する。

(26)

公有財産規則の規定に
基づき貸付けの期間に１
年に満たない端数がある
ときは，日割又は月割計
算によるものとする。

(25)

(26)
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旧 新修正等内容・理由33ページ

(27)

基準路線の固定資産税
路線価の変動率により改
定額を決定する。

(29)

他都市の事例を参考に設
定する。

(27)

(28)

他都市の事例を参考に設
定する。

(28)

(29)
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旧 新修正等内容・理由33･34ページ

(30)(31)

新型コロナウイルス感染
症の影響等での遅延も想
定されることから，文言を
追加した。

(30)
(31)
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旧 新修正等内容・理由34･35ページ

(32)

・他都市の事例を参考に
設定する。

・基本協定の解除時と同
様に，損害賠償について
の規定を追加する。

(32)
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旧 新修正等内容・理由別添資料２

(33)

センダイヤザクラ管理地
（12.5㎡）を除く。

(33)
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旧 新修正等内容・理由別添資料４

(34)

事業者の責任において関
係機関と協議することを
明確化する。

(34)


